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令和６年４月１日発行    

― 大仙市役所西仙北支所 〒019-2192 大仙市刈和野字本町 5番地 ☎ 0187-75-1111(代表) ― 

 

●「首都圏にしせんぼく会をふるさとから応援する会」の 
会員を募集中です！ 

 
電話連絡又は市民サービス課窓口で受付しています。 
問い合わせ：西仙北支所市民サービス課 ☎0187-75-1111 

 
「首都圏にしせんぼく会をふるさとから応援する会」の主な活動内容等 
  ５月         総会の開催 ★年会費の徴収（１,０００円） 

     首都圏にしせんぼく会に対しての活動応援、郷土の情報提供 
            首都圏にしせんぼく会への参加（自由参加） 
            （東京都での開催となるため別途費用負担あり） 

 

 

●令和６年「春の火災予防運動」 ４月７日(日)～１３日(土) 
～住宅用火災警報器を設置しましょう～ 

＝ 大仙市役所西仙北支所・大仙市消防団西仙北支団・大曲消防署西仙北分署 ＝ 

 

西仙北分署では地域住民の防火・防災意識の高揚を図ることを目的に西仙あおぞらこども

園のつくし組、みつば保育園のつくし組の園児たちが作成した防火塗り絵を展示します。

ぜひご覧ください！ 

展示日程：令和６年４月７日（日）から令和６年４月１３日(土)まで 

展示場所：西仙北ぬく森温泉ユメリア １階展示ホール 

（大仙市刈和野字山北ノ沢沢５―４） 

５月中旬頃まで消防団による設置状況調査を実施します。 

〇すべての住宅に設置義務あり 
基本的には、すべての寝室の天井に設置が必要です。 

寝室が１階のみ →寝室に設置。 

寝室が２階のみ →寝室と寝室がある階（２階）の階段上部に設置。 

寝室が１階・２階→寝室（１階・２階）と寝室がある階（２階）の階段上部に設置。 

火災の死亡リスクや損失拡大のリスクが大幅に減少します 
 

〇点検は定期的に 
本体のボタンを押すか、付属の紐を引きます。正常な場合、音声や警報音が鳴ります。 

反応しない場合はすぐに交換しましょう 
 

 〇交換の目安は１０年 
設置から１０年以上の場合も交換を推奨します 

(例)ピーピーピー 

      火事です 

★園児が作成した消防防火塗り絵を展示します★ 
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【小・中・高・地域連携 児童生徒の健康課題への取り組み Ver.1】 

“ICT 利用によって予想される健康課題（目、心、睡眠等）を予防する” 

現在、GIGAスクール構想による学校での ICT（情報通信技術）利用が本格的に始まっており、

児童生徒たちへの健康問題（目、心、睡眠等）が懸念されています。そこで、小・中・高と地域

が連携し、未来の地域を担う子どもたちの健康課題に向き合い、見守り、声かけをしていただ

きたいという想いからこの取り組みが始まりました。 

取り組みの一環で実施した「小中高共通の生活習慣調査の結果」を、西仙北支所だよりにも

掲載します。ぜひご覧いただき、子どもたちの健康課題に目を向けていただきたいと思います。 

今回は、「睡眠について」と「朝食について」の調査結果を掲載します。 

 
 

 
 

  

結果 
・西仙北小の児童はある程度就寝時刻が適正ですが、西仙北中の生徒の約２０％、西仙北高校

の生徒の約２５％が０時以降に就寝しています。 
・朝食は年齢が上がるにつれて摂取率が下がっており、特に西仙北高校の生徒は全国・県の割

合より大分低いです。 

早めの就寝が翌日の朝食摂取にもつながります。 

学力、体力、精神力の安定のために「早寝早起き朝ごはん」を心がけていきましょう！ 

 

 

 

調査結果の提供：西仙北高等学校 



3 

 

 

 

  



4 

 

 


